
先行事例② 滋賀県野洲市
～個人情報を取り扱うものとし、法第１１条の２の情報提供を受けた事例～

・消費者安全法の改正に伴い、まず条例の制定を検
討。「野洲市くらし支えあい条例」第８条に協議会を設
置することを明記し、「野洲市消費者安全確保地域協
議会設置要綱」も制定。

・協議会の立ち上げに係る予算については、地方消
費者行政推進交付金を活用することで確保。

・協議会の具体的取組に関しては、平成29年度から
実施。

野洲市の区域内で発生している消費者被害情報の
調査や分析、見守り事例の集積、課題の検討等を行
う全体会議を年３回開催し、具体的な見守り活動につ
いては、見守り当の対象となる者に関わりのある構成
員のみが参加する担当者会議を適宜行う。

・見守り活動の対象となる者の選定に用いるため、平
成29年１月末に、消費者庁から消費者安全法第11条
の２第１項の規定に基づく情報提供を受けた。当該情
報と野洲市が保有しているＰＩＯ－ＮＥＴ情報、高齢者、
障害者情報及び警察の保有する情報と照らし合わせ
て、事務局が「見守りリスト」を作成。
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先行事例③ 千葉県富里市
～消費者教育推進地域協議会と一体的に運営している設置事例～

・消費者団体「消費者行政充実ネットちば」との共催で開催したシンポジウムの提言をもとに、「富里市消費者行政推進連
絡協議会」を平成23年６月に設立。
・平成28年４月に富里市消費者行政推進連絡協議会運営要綱を制定し、連絡協議会を消費者安全確保地域協議会及び
消費者教育推進地域協議会としての機能を有する組織として運営することを決定。
・協議会の取組としては、会議を年３回開催するほか、啓発行事を年１回実施。
・消費生活センターがひとり暮らしの高齢者等から相談を受けた際に、地域包括支援センターへ情報提供し、訪問時に見
守り対象者として対応依頼をするなど、個々の案件に応じて連携。
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